
1. 契約の成立
仮申込と本契約の2段階となる場合：主催者は2019年6月28日（金）
までを有効期限とし、出展者からの仮申込を受け付けることとします。こ
の間は、出展申込に関する契約は成立していないものとします。仮申込
を申請した出展者は、2019年6月28日（金）までに正式な申込書を主
催者に提出するものとし（書面での連絡も可）、主催者が申込書を受領
した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。仮申込の有
効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合もしくは
書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を
破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展
者に提示された①申込受付の可否 ②小間位置等、全ての条件は無効
となります。仮申込をせずに直接本申込を希望する出展者については、
本申込締切日までに正式な申込書を主催者に提出するものとします。

2019年 9月 30日 （月）まで
2019年 10月 1日 （火）以降


